
 

 

質問事項１ 

質問事項２ 

質問事項３ 

具体的内容 

具体的内容 

具体的内容 

一 般 質 問 発 言 通 告 書 
 下記事項について質問をしたいので、会議規則第５１条第１項の規定により通告します。 

  令和 ７年１１月２６日 

 三島市議会議長 堀江 和雄 様 

                 三島市議会議員  ８ 番  弓場 重明      

       新市庁舎建設予定地について 

       位置条例の結果如何によるが、まずは南二日町広場の場合について伺う。 

 

1 三島市洪水ハザードマップ(令和元年 9月発行)と国土地理院の「重ねるハザードマップ」(令

和7年3月発行)。三島市としては、危機管理上のリスクをどの程度考えているのか伺う。 

2 1000年に1度と言う三島市のデータはいつどこで出されたのか、その根拠を改めて伺う。 

3 最大規模の降雨があった場合、約1.4mの浸水が想定されている。新庁舎敷地は嵩上げをす

るとあるが、その溢れた水はどこに流れていくのか伺う。状況によっては周辺が洪水に見舞

われ、身も蓋もない状況に陥るのではないかと危惧する。 

4 位置条例決定後、工事着工前か着工後に大場川に洪水が発生した場合、場所を変更すること

は有るのか伺う。 

 

 

       地縁団体である自治会・町内会(以下自治会という)等について 

 地縁団体である自治会等任意団体の今後のあり方について伺う。 

現在、自治会等における役員の皆さんのご苦労というか、行政からの依頼による業務量は依

然多く以前とほとんど変わっていないと思われる。それに加えて、高齢化に伴い役員を選考す

ることがなかなか困難になってきている現状である。 

 

1 今現在、三島市内における自治会の数とその規模、三島市が依頼している業務量とその負担

金がどの程度あるのか伺う。 

2 今現在、各自治会の会長及び役員の任期について伺う。(１年から数年、平均値) 

3 提案ですが、各自治会に事務局制度を取り入れた場合、三島市として支援をしていく考えは

あるのかを伺う。 

4 老人クラブと三島市とのに関わりについて伺う。 

 

 

 道路交通法の各種表示について 

 本来、歩道を歩いたり車を運転する場合等、道路交通法を遵守すれば防げる事故

は多い。 

 しかしながら、多くの理由で事故が無くならないのも現実である。 

特に、夕暮れ時に発生する交通事故が少なからず見受けられるのが残念である。 

時には地域の皆さんから、一旦停止標識等の交通標識、交通信号、横断歩道や道路面の白線表

示等、道路交通法の各種表示について要望を受けることがある。そこで伺う。 

 

1 道路交通法における各種表示の中で、静岡県警と三島市の管轄の範囲を伺う。 

2 白線表示について静岡県警と三島市の管轄の範囲を伺う。 

3 白線が薄い場合や交通標識も夜間など周りが暗いと大変見にくい。静岡県警の管轄範囲の場

合は静岡県警に直接要望するのか。それとも三島市を通して要望する事が出来るのか伺う。 

発言順位 12 番 


